
           【別紙】 

 

比較舞踊学会 学会賞「若手研究奨励賞」規則 

 

第1条 学会賞「若手研究奨励賞」は、若手研究者の育成を目的に、森下はるみ基金によって授

与されるものであり、授与に関する必要事項を以下の通りに定める。 

 

第2条 学会賞「若手研究奨励賞」は、当該年度の学会大会における発表者の中から若手研究奨

励賞選考委員会によって選出された者（1～2 名）に対し、授与される。受賞対象者は

原則として 40 歳未満とする。 

 

第3条 授賞式は、学会大会の閉会式において執り行われる。 

 

第4条 受賞者は、表彰状と副賞（3 万円）を授与される。 

 

第5条 選考委員会の構成および選考方法等に関する施行細則については、別途定める。 

 

第6条 本規則で定められていない事項に関しては、理事会で審議・決定し、総会で報告する。 

 

付則  本規則は、2023 年 5 月 11 日より施行する。 


